
 

（予約不要） 

相続・贈与・資産の売却・還付申告・所得税・法人税・消費税など
身近な税金の問題に税理士が直接お答えします。 
共 催： 東京税理士会四谷支部 （TEL：03—3357-4858） ・ 新宿支部 （TEL：03-3369-3235） 
後 援： 新宿区 
日 時： 令和 7 年 11 月 11 日（火）  

午後 1 時～6 時（受付は 5 時 30 分まで） 

場 所： 新宿駅西口地下イベントコーナーにて 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

それぞれの支部では下記の無料相談も行います。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※受付順に相談をお受けします。 お気軽にご相談下さい。 

なお、相談時間は原則１人３０分以内とさせていただきます。

日 時： 11 月12 日(水) ～ 14 日（金）・17 日（月） 
午前10 時～12 時 午後1 時～午後4 時 

               （受付は 3 時30 分まで） 
※予約不要 

場 所： 新宿区役所第一分庁舎1 階 

      新宿区歌舞伎町1-5-1 

問合せ先（新宿支部） TEL：03—3369-3235 

 

日 時： 11 月15 日（土） ・ 17 日（月） 

午前10 時～12 時  午後1 時～4 時          

（受付は 3 時30 分まで） 

※前日までの完全予約制 

場 所： 東京税理士会四谷支部 

      新宿区四谷2-9 ＮＫ第7 ﾋﾞﾙ 5 階 

TEL：03-3357-4858 

 



 

相続・贈与・資産の売却・還付申告・所得税・法人税・消費税など
身近な税金の問題に税理士が直接お答えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

東京税理士会新宿支部  電話０３（３３69）3235 
 

☆新宿区役所第一分庁舎２階（歌舞伎町1-5-1） 

第１・第３火曜日 午後1時30分～4時 

（電話でご予約下さい）新宿区役所税務課税務係 電話 03-5273-4135 

新宿支部・各地域センターで開催（完全予約制） 
※ 休日は実施いたしません ※ 

※ その他、休止日については新宿支部ホームページ（https://www.shinjukushibu.gr.jp） 

にてご確認下さい。 

※相談時間は１人30 分以内とさせていただきます。 

※一般納税者を対象とさせていただきます。 

※既に税理士に依頼されている方はご遠慮下さい。 

☆新宿支部会議室 （西新宿7-15-8 日販ビル３階） 

下記以外の水・金曜日 午後１時～4時（受付は3時30分まで） 

☆戸塚地域センター ４階朗読室 （高田馬場2-18-1） 

毎月第１・第３水曜日 午後１時～4時（受付は3時30分まで） 

☆落合第二特別出張所 1階会議室 （中落合4-17-13） 

奇数月の第２金曜日 午後１時～4時（受付は3時30分まで） 

☆落合第一特別出張所 １階会議室 （下落合4-6-7） 

偶数月の第４金曜日 午後１時～4時（受付は3時30分まで） 

https://www.shinjukushibu.gr.jp

